
野田市火災調査規程の一部を改正する訓令を

ここに公布する。

令和６年１月１９日

野田市消防長 内藤 浩幸



野田市消防本部訓令第１号

野田市火災調査規程の一部を改正する訓令

野田市火災調査規程（平成１５年野田市消防本部訓令第１号）の一部を次の

ように改正する。

第５６条第１項中「野田市文書管理規程（昭和４５年野田市訓令第１０号）」

を「野田市行政文書管理規則（令和６年野田市規則第１号）及び野田市行政文

書管理規程（令和６年野田市訓令第１号）」に改める。

附 則

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。


